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はじめに
　タンザニア国民の識字率は，73.2 パーセント 1

であり，アフリカ諸国の中では高いと言われてい
る。しかし女子に関していえば，なお初等教育未
修了者は多く，中等教育への進学も困難である。
現在タンザニア政府は，開発支援や国連のミレニ
アム開発目標を達成するために，教育，特に女子
教育に力を入れつつあるが，女子教育の困難性の
解消には至っていない。本稿では，タンザニアに
おける女子の教育環境，特に女子の教育の継続を
妨げる要因について考察する。なおザンジバール
については，タンザニアの一部ではあるが，教育
その他の行政がタンザニア本土とは別に独立して
運営されているため，ここでは扱わないこととす
る。

1．タンザニアの教育の歴史的背景 2

　タンザニアに近代的学校が建設されたのは，ド
イツ植民地時代である。19 世紀末に東アフリカ
地域を植民地としたドイツは，3 年間の初等教育，
その上の 2 年間の職業教育，そして事務職，工場
労働者，教師を養成するために高等学校という 3
段階の教育制度を設立した。植民地で実施された

教育は，ドイツ民衆教育をモデルとした実業教育
であり，植民地経営に必要な人材養成を目的とし
たものであった。スワヒリ語の読み書きを基本と
した教育，さらに実業優先の教育は，その後のタ
ンザニアにおける教育のあり方に大きな影響を残
した。また植民地政府は，政府直営の学校を建設
しただけでなく，アフリカにおけるキリスト教の
布教を狙っていた宣教団体にも学校建設を推奨し
た。そのため多くのミッション・スクールが建設
され，1914 年（第一次大戦前夜）には，6,100 人
の生徒が 99 校の公設学校で学んでいたのに対し，
155,287 人が 1,852 校のミッション・スクールで
学んでいたと記録されている。ただし，女子教育
という観点から見れば，いずれの学校も女子を受
け入れてはいなかった。その理由は，ドイツ本国
でも女子教育が重視されていなかったことに加
え，東アフリカ地域にはイスラム教徒の割合が高
かったため，その慣習に合わせることが植民地経
営に有利であると判断されたからであると考えら
れる。
　第一次大戦後，ドイツに代わり国際連盟の信託
統治国としてイギリスが指名されると，イギリス
は，地元の首長の子息を教育して間接統治を行う
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ため，1924 年タボアに特別校を開設した。しか
しそれ以外の教育については，基本的にドイツ時
代に作られた教育制度が引き継がれ，スワヒリ語
での教育とミッション・スクールがその大部分を
占める学校制度の仕組みが踏襲された。
　1961 年の独立を機に，タンザニア国内にあっ
た学校はすべて国有化され，公立学校中心の時
代を迎えた。初代大統領ジュリアス・ニェレレ

（Julius Kambarage Nyerere 1922 –1999）は，民
族間の教育機会均等を図り，多民族が平和に共存
することを目的として，入学者数に民族割り当て
制度を適用した。その後 1974 年には，ムソマ宣
言（Musoma Declaration）3 が発せられて普通初
等教育（Universal Primary Education Program, 
UPE）が開始され，すべての児童に入学する権
利が与えられた。
　国連の教育調査によれば，1980 年時点でのタ
ンザニア初等教育の児童数は，3,361,228 人，中
等教育生徒数は 67,396 人，1990 年時点での初等
教育児童数は，約 330 万人，中等教育生徒数は
167,150 人となっており，初等教育を受ける児童
数はこの間に大幅に増加したことがわかる。

2．タンザニアの教育法制と教育政策
　タンザニアの教育政策の基本理念は，アルー
シャ宣言 4 に始まる。この宣言には，Ujamaa 
Vijijini（自助の村）という独特の社会主義思想が
描かれ，タンザニア建国が各村の自立的経営に基
礎を置くと記されていた。初代大統領ジュリアス・
ニェレレは，これを「国の発展のために必要なの
は，モノではなく人である。そして人は，自らの
努力によって発展するのである。…社会主義は，
人の考え方に基礎を置く。」と後に説明している 5。
　この社会主義思想を実現する方法として，まず
重要視されたのが，自給自足の経済と教育であっ
た。そこで政府は，学校を国有化するとともに，
学校教育を初等教育中心に編成する方針を打ち出
した。また学校教育のカリキュラムもより一層，
実務的な側面が強調され，特に農業技術の講習に
力が入れられた。
　1977 年に制定されたタンザニア憲法（後に
1998 年に修正）では，教育について次のように
記載している。

　第 11 条　教育
　（2）何人も自らを教育する権利を持ち，国民は
誰でも自らが選択した分野で，その能力に応じた
最高の教育を自由に追求することができる。

　（3）政府は，すべての人が，初等から最高学府
に至るまでのさまざまなレベルで教育と職業訓練
を受ける機会が平等にかつ十分に与えられるよ
う，それを確保するよう努めなければならない。

　さらに第 13 条では，法の下での平等について
記載されており，何人も差別されない，とされて
いる。
　2013 年現在，タンザニアでは憲法改正委員会
の報告を受けて，憲法改正に向けて協議が行われ
ているが，改正案では，すべての国民に教育への
アクセスを保障するというアクセス権の強化が図
られている 6。
　憲法に次いで，国際法の枠組みも教育政策に大
きな影響を及ぼしている。独立以来，タンザニア
は国連加盟国であり，またアフリカ統一機構（現
アフリカ連合）の一員でもある。そのため，国際
法下で要求される法制度の整備も行う義務を負っ
ている。
　現在タンザニアの教育政策に影響のある国連主
催の多国間条約は，経済的，社会的及び文化的権
利に関する国際規約（ICESCR）（1976 年批准），
教育における差別撤廃条約（CADE）（1979 年
批准），女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に
関する条約（CEDAW）（1985 年批准），児童権
利条約（CRC）（1991 年批准），障害者権利条約

（CRPD）（2009 年批准）である。
　なお国連の世界人権宣言（1948 年）の第 26 条
には，教育の権利について以下の記載がある。
　1　 すべて人は，教育を受ける権利を有する。

教育は，少なくとも初等の及び基礎的の段
階においては，無償でなければならない。
初等教育は，義務的でなければならない。
技術教育及び職業教育は，一般に利用でき
るものでなければならず，また，高等教育は，
能力に応じ，すべての者にひとしく開放さ
れていなければならない。

　2　 教育は，人格の完全な発展並びに人権及び
基本的自由の尊重の強化を目的としなけれ
ばならない。教育は，すべての国又は人種
的若しくは宗教的集団の相互間の理解，寛
容及び友好関係を増進し，かつ，平和の維
持のため，国際連合の活動を促進するもの
でなければならない。

　3　 親は，子に与える教育の種類を選択する優
先的権利を有する。

　地域間条約について見ると，教育関係では，ア
フリカ人権憲章（1984 年批准）と児童の権利と
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福祉に関するアフリカ憲章（2003 年批准）がある。
前者の第 17 条には，「何人も教育を受ける権利を
有する」，後者の第 11 条には，「すべての児童に
教育を受ける権利がある」と教育権が認められて
いる。また 11 条では，女児一般及び妊娠した女
児については積極的に教育を受けさせる方策をと
らなければならない，と記載されている。
　タンザニア国内法を見ると，1962 年に教育法
が制定され，人種差別の禁止，カリキュラムや学
校運営の統一化，スワヒリ語を母語とした教育
の確認，初等教育における地方政府とコミュニ
ティの責任の確認，教師に対する統一的教育サー
ビスの提供が教育法の中で規定された。その後，
Ujamaa Vijijini（自助の村）思想に基づいた自助
教育（ESR）方針を実現するために，1967 ～ 78
年に新たな教育に関する法的枠組みが作られ 7，
1974 年の普通教育開始に続いて，1978 年には新
教育法（1995 年，2002 年改正）が制定された 8。
この 1978 年新教育法では，国のニーズに応じた
カリキュラム編成，普通教育の強調，教師訓練プ
ログラムの拡大，全国統一試験の導入，技術教育
専門学校の開設，教師免許と登録の義務化，学費
徴収の承認などが規定された。その後，教育改革
が，1982 年，1992 年に行われ，現在の教育制度
に至っている。
　今日のタンザニアの教育政策は，内在的要因と
いうよりは，むしろ外在的要因，すなわち開発途
上国における援助の効率化を求める世界的合意
との関連が大きいと言える。1990 年代以後の経
緯を概括すると，もともと 1990 年にタイで開催
された「万人のための教育世界会議」で合意さ
れた EFA 開発目標群の達成が 10 年後の 2000 年
になっても大幅に遅れていたことから，2002 年
に世界銀行と IMF の承認を受けて Fast Track 
Initiative （FTI）が設立された。FTI は，国連の
ミレニアム開発目標（MDGs）にも取り入れら
れた「初等教育の完全普及（Universal Primary 
Education）」に焦点を絞り，2015 年までの達成
を各国に求めた。さらに貧困削減戦略書（Poverty 
Reduction Strategic Paper）等に沿った教育セク
ターの開発計画を援助認証対象とするなど，初等
教育の普及を指標とする援助の枠組み，すなわち
援助を受ける側の自主的な改革を基軸とするグ
ローバルパートナーシップが 21 世紀になってか
ら求められるようになったのである 9。
　そこで 2001 年タンザニア政府は，初等教育開
発政策（Primary Education Development Policy, 
PEDP）を発表し 10，初等教育の無償化を宣言し

た 11。以後，初等教育の入学・在籍者は大幅に増
加した（表 1）。この政策は，同時に教師の増員
と，学校施設の改善，増設をも行うこととなった。
また政府の補助金を新規に支給し始めたことによ
り，地方政府やコミュニティの学校や教師宿舎の
建設，教材や教科書の整備を促している。現在，
PEDP は，第 1 段階（2002―2006），第 2 段階（2007
―2011）を経て現在 3 段階（2012―2016）に入っ
ており，就学，学校環境整備，教師の現任訓練に
よる教育の質向上が図られている。
　教育政策については，1）教育訓練のシステム
と構造，2）教育訓練の機会と内容の平等化，3）
教育訓練の運営，4）学校教育，5）カリキュラム，
試験，修了認定，6）職業教育訓練，7）不登校児童・
生徒の教育訓練，8）生涯教育訓練の 8 つの分野
で改善を目指して進められている 12。特に 2 番目
の教育訓練の機会と内容の平等化については，女
子への教育訓練機会の保障も含まれており，以下
のような具体的目標が設定されている。
　2-5　男女共学及び女子中等教育学校の増設を
促進すること。
　2-7　女子の進学率の少ない地域においては，
公立中等教育における昼間教育を女子生徒が受け
られるよう配慮すること
　2-8　女子及び女性が教育訓練機関を利用でき
るよう特別教育資金援助制度を政府が整備するこ
と
　2-9　成人教育を，女性の入学と就学継続がで
きるような仕組みとすること
　2-10 女子生徒の数学と科学の成績向上のため，

表 1　2001 ～ 2012 年の初等教育在籍児童数
Year Boys Girls
2001 2,474,344 3,407,244
2002 3,052,018 2,929,370
2003 3,565,420 3,197,352
2004 3,626,241 3,456,822
2005 3,855,712 3,685,496
2006 4,051,676 3,908,208
2007 4,215,171 4,101,754
2008 4,261,831 4,148,263
2009 4,248,764 4,192,789
2010 4,203,269 4,216,036
2011 4,159,740 4,203,646
2012 4,086,280 4,160,892

Basic Education Statistics 2012
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学校のカリキュラムを見直すこと）

　こうした教育目標を達成するための教育行政
組織を見ると，国家レベルでは，教育・職業
訓 練 省（Ministry of Education and Vocational 
Development, MoEVT）， 首 相 直 轄 ─ 地 域 行
政及び地方政府庁（Prime Minister’s Office ─
Regional Administration and Local Government, 
PMO-RALG），コミュニティ開発・ジェンダー・
児 童 省（Ministry of Community Development 
and Gender and Children, MCDGC） の 3 つ
の省庁がいわゆる「教育セクター（Education 
Sector）」を形成している。セクター内の役割分
担について見ると，教育・職業訓練省は，教育政
策の立案，標準の設定，教育の質の確保に責任を
持ち，地方行政及び地方政府庁は，地方政府に
よって設立された幼児教育，初等教育，中等教育
の学校運営を管理し，コミュニティ開発・ジェン
ダー・児童省は，生涯教育における政策立案，監
査，カリキュラム開発，及びその評価について責
任を持っている 13。
　2012/13 会計年度における教育関連予算（教育
セクターの教育関連の予算の合算）は，2,892,149
百万タンザニアシリングで，国の総予算の約 19.1
パーセントであった（歳出レベルでは，2,042,289
百万タンザニアシリング）。今後，タンザニア政
府は，歳出の 25 パーセントまで教育関係支出を
増やす予定であると発表している 14。現在，（独
立後一旦国有化した）学校の地方分権化が進めら
れており，2014 年度予算では，学校運営予算（児
童の教育費，学校給食等）はすべて地方政府財政
に移転される予定である 15。

3．タンザニアの学校と女子生徒
　タンザニアの学校制度は，1）5 ～ 6 歳の幼児
教育，2）7 ～ 13 歳の初等教育，3）14 ～ 17 歳の
等教育，4）18 ～ 19 歳の高等教育，5）3 年以上
の大学及び専門学校教育に分かれる。このうち初
等教育のみ義務教育である。

（1）初等教育
　タンザニアの初等教育では，基本的に国語であ
るスワヒリ語で教育が行われ，教科書も英語以外
はスワヒリ語で書かれている。初等教育では，国
語（スワヒリ語），算数，理科，地理，市民（社
会・道徳），歴史，英語，職業訓練，フランス語，
宗教，情報通信，体育の 12 科目が教えられてい
る。初等教育カリキュラムについては，タンザニ

ア教育院が開発・管理を担当しており，シラバ
ス（指導要領），教材開発，教師訓練プログラム
を実施している 16。1973 年までは 7 年間の初等
教育の中間には Standard Ⅳ（4 年次）試験が課
され，基準点に達しなければ 5 年次以後の教育を
受けることができなかった。現在でも Standard
Ⅳ試験は実施されているが，その合否は進級可否
には影響しない。2007 年時点での合格率は，78.5
パーセントであった。また最終学年の Standard 
Ⅶ（7 年次）には，初等教育修了試験がすべての
生徒に課され，それに合格しないと卒業証書を受
け取ることができないばかりか，公立中等教育学
校へ進学することができない。2009 年時点では，
999,070 の生徒がこの試験を受け，49.4 パーセン
トが合格している 17。
　タンザニアでは，初等教育の義務化がすでに行
われており，2002 年の初等教育開発計画（PEDP）
が授業料の無料化を定めて以来，初等教育にお
いては，原則として授業料の徴収は行われてい
ない 18。初等教育開発計画第 2 段階（PEDP Ⅱ
2007-2011）によると，費用徴収を行う場合には，
まず保護者が賛成すること，次いで学区の教育局
による申請書を国に提出すること，そして教育長

（Commissioner of Education）の許可を得ること
という 3 段階の過程を経ないと実現できない。し
かし実際には，制服，学用品等の負担があるため，
貧困家庭の児童の就学は難しい。また，PEDP Ⅲ
が学校設備についての補助金を支給してはいる
が，現在進行中の学校運営責任の地方分権化政策
によって，より一層コミュニティや地方行政に責
任が課せられるようになるため，資金力のない地
方では貧困児童（特に女子）の就学環境が悪化す
る恐れもある 19。
　それでも授業料無料化により初等教育の入学児
童数は一気に増加した。2001 年（PEDP 実行前
年）には，初等教育在学児童数は，全国で 4,839,361
人であったが，2006 年には 7,959,884 人，2008 年
には 8,410,000 人と 7 年間で 2 倍近くの伸びを示
している。（入学時点では女子のほうが多い年も
ある。）最新（2012 年）の世界銀行のデータによ
ると，タンザニアでは 98 パーセントの児童が初
等教育を受けていることになっている 20。しかし，
2012 年の政府データ 21 では，初等教育年齢（7
～ 13 歳）児童数が 8,378,759 人であるのに対して，
実際の 7 ～ 13 歳在学児童数は 7,707,046 人であり，
就学率は 92 パーセントにとどまっている（過年
齢者を含む初等教育全体の在学児童数は8,247,172
人である）。さらにこうした数字には，登録はし
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たものの長期欠席となっている児童などは含まれ
ておらず，未だ相当数の児童が初等教育を受けて
いないといえる。退学者について見ると，2012
年度の退学者は，3 パーセントに留まっており，
2011 年の 3.3 パーセントをやや下回った。政府は，
退学者数を減らすため，無料学校給食事業の実施
を関係者に呼びかけており，国連食糧プログラム

（WFP）の協力を得て干ばつ被害地域おける無料
学校給食事業も実施しており，退学児童減少に努
めている 22。
　 ま た 未 就 学 児 問 題 に 対 し て は，1999 年 か
ら ユ ニ セ フ の 協 力 を 得 て 基 本 教 育 補 完 事 業

（Complementary Basic Education  in Tanzania, 
COBET）を実施しており，特に女子に基礎教育
を受けさせようと努力している 23。COBET では，
制服を強要されないなど，経済的困窮家庭の児童
でも参加しやすい環境が設定されている。2012
年 COBET（Cohort Ⅰ＝ 11 ～ 13 歳）に在籍し
た児童数は，全体で 49,293 人，うち男子 26,482 人，
女子 22,811 人であった。4 年次統一試験受験者は，
5,758 人，合格者 4,851（男子 2,697 人，女子 2,154 人）
人，全体で 27,574 人，うち男子 14,759 人（53%），

女子 12,815 人（47%）であった。5 年次進級者（初
等教育復帰者）は 84.2 パーセントであった。（表 2）
依然として男子の割合が多いとしても，COBET
に参加できれば，女子でも初等教育の継続が可能
であるといえる。ただし，女子教育の阻害要因は
COBET によっては解決できない文化・社会慣習
上の要因が大きいため，COBET に参加できない
状況の児童の問題をどうするかは，次の課題であ
る。
　タンザニアの初等教育修了率は，世界銀行の
データによれば 2012 年現在 81.2 パーセントであ
る。2010 年のデータが 89.9 パーセントであった
ことと比較すると，初等教育修了率がやや落ちて
いることがわかる。その理由については，経済状
況などが考えられるが，明らかにされてはいない。
　初等教育修了試験の動向を見ると，2011 年の
受験者は男子 462,798 人，女子 511.014 人でやや
女子が多くなっている。しかし合格率では，男子
が 62.5 パーセントであるのに対し，女子は 54.5
パーセントに留まっている（表 3）。中等教育へ
の進学率は，2010 年で 52.2 パーセント，2011 年
で 53.6 パーセントとなっており 24，男女比率は，

表 2　2007 ～ 2012 年の COBET（Cohort Ⅰ）在籍者の動向

年次
在籍者数

4 年次統一試験受験者 統一試験合格者 5 年次復帰率
男子 女子 全体

2007 61,898 47,572 109,470

2008 38,799 30,446 69,205

2009 29,713 23,380 53,093

2010 26,646 22,675 49,321 10,114 8,564 84.7

2011 30,165 25,724 55,889 3,214 7,192 87.6

2012 26,482 22,811 49,293 5,758 4,851 84.2

資料：BEST 2012

表 3　2007 ～ 2011 年の初等教育修了試験結果

年次
受験者数 合格者数 合格率

男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

2007 396,944 376,609 773,573 248,215 170,921 419,136 62.5 45.4 54.2

2008 514,106 503,759 1,017865 307,196 229,476 536,672 59.8 45.6 52.7

2009 496,446 502,624 999,070 276,083 217,250 493,3335 55.6 43.2 49.4

2010 435,124 459,889 895,013 256,818 222,094 478,912 59.0 48.3 53.5

2011 462,798 511,014 973,812 289,190 278,377 567,567 62.5 54.5 58.3

資料：BEST 2012　出典：Education Sector Performance Report 2011/2012. P.46
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2010 年で 100：81.5，2012 年では 100：87.5（世
界銀行データ）となっており，やや改善されたと
は言え，依然として女子進学率は男子より低位に
留まっている。

（2）中等教育
　中等教育は，普通中等教育（O レベル）の
Form 1 から Form 4 の 4 年間と，A レベル（高
等教育）の Form 5 と Form 6 の 2 年間とに分か
れる。普通中等教育 Form 4 修了時に中等教育修
了試験があり，それに合格した生徒に修了証が発
行される。その後の選択肢としては，A レベル
校への進学か，職業専門学校への進学があるが，
A レベル校への進学は，選別を経なければなら
ず，また A レベル校の数が少ないため難関であ
る。また A レベル校は全て寄宿舎制度をとって
いるため，寄宿舎不足も女子生徒の進学困難要因
の一つになっている。
　初等教育が英語以外の授業をスワヒリ語で行う
のに対し，中等教育では，スワヒリ語以外の授業
を英語で行うことが法律で定められている。この
ことは，特に田舎の過疎地出身の生徒の学習を困
難にさせている。タンザニアには，およそ 120 の
部族があり，過疎地ではそれぞれの言語が母語で
ある場合が多い。つまりスワヒリ語が第二言語，
さらに英語は第三言語となるからである。2009
年現在，初等教育修了試験の英語合格率は，わず
か 35.4 パーセントであり，英語を中等教育の教
授言語とすることについては，国内でも議論と
なっているところである。英語での教育賛成派は，
グローバル時代に英語は必須であると主張してい
るが，反対派は，より科目の内容の理解を深める
ためにはスワヒリ語教育を進めるべきであると主
張している 25。しかし今のところ現状維持が続い
ている。
　普通中等教育のカリキュラムは，必修科目，主
要科目，選択科目によって構成されている。必修
科目および主要科目は，数学，英語，スワヒリ語，
物理と化学，生物，歴史，地理，公民，宗教である。
選択科目としては，家庭科，情報・コンピュータ，
数学（選択），音楽，美術，フランス語，アラビ
ア語，他の外国語，イスラム学習，聖書学習，体
育があり，生徒はこのうち 0 ～ 2 科目選択するこ
とができる。中等教育修了試験に必要な科目数は，
7 科目であり，そのうち数学，英語，スワヒリ語，
生物，公民の 5 科目は全ての生徒に課せられてい
る。
　普通中等教育では，2 年次修了時に全国統一試

験が課せられている。現在では試験結果が中等教
育の継続を左右するという仕組みは廃止されてい
る。普通中等教育修了時（4 年次終了時）には，
再び全国統一試験（中等教育修了試験）が課せら
れ，この試験の合格者には，中等教育修了証が各
学校から授与され，タンザニア全国試験協議会

（National Examination Council of Tanzania）か
ら学力証明書が発行される。この学力証明書には，
試験必修 7 科目の成績によってⅠ（最優秀）から
Ⅳ（最低限）の 4 段階の成績評価が記載される。
　A レベル（高等教育）の進学は，学力証明書
の成績によって判断される。A レベルのカリキュ
ラムでは，主要科目群，補助科目群，宗教の区分
がまず設定されており，主要科目群の科目選択（3
科目）に合わせて補助科目群の科目選択（2 科目）
が決定される 26。7 つの主要科目群及び補助科目
群とその科目は，以下の通りである。なお複数の
主要科目群にまたがる主要科目選択が認められて
いる。主要科目群：（a）自然科学と数学（物理，
化学，生物，高等数学，コンピュータ科学，食物
栄養，農業），（b）社会科学（歴史，地理），（c）
語学（スワヒリ語，英語，フランス語，アラビア
語），（d）職業学習（繊維技術及び服飾，家政），（e）
ビジネス（会計，商業，経済），（f）芸術・体育・
スポーツ（音楽，美術，体育とスポーツ，演劇），（g）
宗教（神学，イスラム教理）。補助科目群；初級
応用数学，情報及びコンピュータ学習，一般学習

（総合的学習）。なお，一般学習（総合的学習）は，
すべての A レベルの生徒に履修が義務づけられ
ている。A レベル Form 6 の修了時には，高等教
育修了試験が課せられており，合格者には修了証
が発行される。この修了試験の成績によって大学
進学の可否及び進学先が決定される。
　2012 年現在，初等教育から普通中等教育への
進学率は，53.6 パーセントである。普通中等教
育（Form 1 ～ 4）の在籍者数は 1,802,810 人であ
り，前年度より約 9 万人の増加している。うち男
子 954,961 人，女子 847,849 人となっており，男
女比は，100：88.9 である。同年の A レベル（高
等教育）の在籍者数は 81,462 人であり，前年度
より約 3 千人増加している。うち男子 55,512 人，
女子 25,950 人となっており，男女比は，100：
46.7 となっている。2011 年度普通中等教育修了
率は，男女ともに 77 パーセントであるが，中等
教育修了試験（Ⅰ～Ⅲランク）の合格率は約 1 割
程度にとどまっている 27。
　政府が運営する公立中等教育校では，授業料は
年間約 2 万タンザニアシリング 28 である。その他，
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試験費用，事故対応保険料，ガード雇用費，教育
整備費，設備費，証明費，制服費，給食費など
の費用が加算される。PEDP に次ぐ教育政策とし
て，政府は中等教育の整備を近年の課題としてき
ており，地方政府と共同して新しい中等教育学校
の建設と，老朽化した学校設備の補修を行ってき
ているが，需要に追いついていないのが現状であ
る 29。

4．女子教育を阻害する要因とその解決
（1）家族及び地域社会の文化，習慣，経済的事情
　タンザニアの社会には，現時点でも様々な女性
差別が存在し，学校教育もその影響を免れること
ができない。例えば，地域社会や家庭が学校教育
に期待するのは，男子に対しては，積極的な言動
を指導する教育であり，女子に対しては受動的な
対応を指導する教育である。
　大津（2001）30 は，女子教育の阻害要因は「学校，
家庭，地域に関する諸要因が複雑に絡まっている」
と述べ，学校においては，施設・設備（特にトイレ）
不足，遠距離通学，体罰，教師の意識，男子生徒
によるセクシャルハラスメント，個人においては，
思春期以後の結婚への関心増加，家庭においては
経済的負担，親の教育観，家事負担，文化社会的
要因としては，伝統的性別役割分担，妊娠退学の
強要，早婚，財産相続や職業機会の面での不利益
を挙げている。また，Burke（2004）31 は，女子
の出席率に大きな影響を及ぼす要因として，（専
業主婦という意味ではなく）家庭に母親がいるこ
と，子どもが農作業の手伝いをさせられているか
どうか，中等教育学校が家庭から半径 5 キロメー
トル以内にあるかどうか，を挙げている。
　先に見たように，初等教育の授業料は無料と
なっているが，タンザニアの学校ではシャツ，セー
ター，スカートの制服が標準着用となっているた
め，古着でも最低限の制服は整えなければならな
い。またノートや鉛筆などの学用品も親の責任と
して整えなければならない。こうした費用は，多
子家庭にとってかなりの負担となっており，親の
選択は男子優先となりがちである。また，サハラ
砂漠以南地域では，児童労働は一般的慣習として
行われており，家畜の世話は男子もするが，女子
は，水汲み，掃除，洗濯，料理，赤子や幼児の世
話に加えて菜園の世話もしなければならない。こ
うした昼間労働力を学校教育のために失うこと
は，家計収入にも影響があるため，高学年女子の
就学継続を躊躇する親も多い 32。
　これに早婚習慣と妊娠が加わると，さらに就学

中断のリスクが高くなる。タンザニアの婚姻法
（Marriage Act 1971）では，女子は 15 歳（特別
の事情がある場合は 14 歳）で法律婚が認められ
ている（第 13 条）。また第 10 条では一夫多妻制
が合法化されており，夫の年齢制限は設けられて
いない。そのため，年長の夫がティーンエージャー
の女子を何番目かの妻とすることも可能である。
しかも婚姻法では，結婚契約は，妻となる女子の
合意を必要とせず，夫となる者と妻の父親との間
で結ぶことができる（17 条）と定められている
ため，本人の知らないうちに結婚させられること
もある。特に田舎の地方では，法律婚とは別に社
会慣習上の結婚制度も強固に残存し，法律婚の知
識がない村落も多くあるため，初等教育年齢内に
ある女子が結婚させられることもある。こうした
場合，社会道徳的には，女性は家に所属するもの
と見なされているため，一旦結婚した女性は，政
府が初等教育を義務化していても，学業を継続す
ることができない。
　タンザニアでは，女性器切除（Female Genital 
Mutilation）は，性的虐待特別措置法（Sexual 
Offences Special Provision Act 1998）によって
禁止されたが，現在でもマサイ族など一部の部族
では根強く残っている。およそ 11 ～ 13 歳までの
女子が主な対象となり，この儀式を終えたのちは，
いつでも慣習婚の対象となる。そのため貧困家庭
では，娘に教育を受けさせるよりは（社会慣習で
ある）結婚贈物として夫から妻の家に贈与される
家畜を選ぶ父親も多く 33，田舎であればあるほど
高学年になるに従って，結婚による退学が増加す
る傾向にある。
　ただし現在では，そうした早婚慣習よりも，妊
娠による退学が，最も深刻な問題である 34。それ
は学校制度自体が，妊娠した女子を退学に追い
やっているからである。
　教育・職業訓練省の統計によれば，2004 年か
ら 2008 年の間に妊娠のために退学した女生徒総
数は 28,600 人にも上る。2010 年現在の公式統計
を見ると，妊娠による退学は，初等教育高学年（6
年生と 7 年生）で多くなり，普通中等教育学校の
女子では 4 ケタにも達する。中等教育学校では，
5 人に 1 人が妊娠による退学に至るとも言われて
いる（表 4）。これは，避妊教育が十分に行われ
ていないために妊娠する生徒が多い 35 というだ
けではなく，それを理由に退学する生徒が多いた
めである。
　タンザニアとナイジェリアの比較研究 36 では，
妊娠の多さについて大差はなかったものの，タン
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ザニアでは，それが退学に結びつく傾向が顕著で
あった。こうしたことの背景には，社会慣習上，「妊
娠して母になる者は家庭にいるべきである」，と
いう考えが根強いことに加え，タンザニアの学校
では，教師たちも妊娠した女生徒は退学すべきで
あると考えているからである 37。
　妊娠した女子をめぐる学校現場での扱いに
は，政府の相矛盾する法令が関係している。政
令（Government Notice, G.N.）265 号では，女子
生徒を妊娠させる，または結婚した者は罰せられ
ると規定している。その具体的罰則については，
2003 年 9 月 5 日に発効した教育令で定めている。
さらに初等教育令（2002 年政令 280 号）では，
児童の初等教育の修了を妨害した者への責任追及
が記載されている。しかし現実には，2002 年の
法令 295 号に規定された「不道徳行為を行った者
は退学に処することができる」という規定によ
り，妊娠した女子は退学に追い込まれている。ま
た退学に至るのは女子のみであり，相手の男性あ
るいは男子生徒には，何ら懲罰が加えられてはい
ない 38。
　このことは，ジェンダー間の不平等の問題だけ
でなく，「女子生徒の教育権の侵害」，という基本
的人権の問題と捉えることができる。国連及びア
フリカ連合の規約上では，女性差別は禁止されて
おり，また妊娠した児童の教育へのアクセス権も
保障すべきであるとしている。こうしたことから
タンザニア政府は，妊娠した児童に教育の機会を
保障する政策を展開しているが，未だ退学を禁止
する法制の整備には至っていない 39。

（2）教師不足及び他の課題
　優秀な教師は，教育の質を高めるために必要で
あるだけでなく，女子の就学環境の改良のため

にも必要である。2000 年以後，タンザニアでは
PEDP によって初等教育に力が注がれてきた。そ
の結果，在籍数の増加，教師の養成と採用の増加，
教室の増設，衛生環境の向上，教育内容の規定整
備，教員養成と教員講習の規定整備が図られてき
た 40。教育に関係する 3 つの省庁が行った 5 ヶ年
開発計画（Five Year Development Plan, FYDP 
2011/12―2015/16）とタンザニア開発ヴィジョン

（Tanzania Development Vision）2025 の中間評
価によれば，教育のあらゆるレベルにおいて教師
が不足しており，特に，科学，数学，情報教育，
語学の分野での教師が不足しているといわれてい
る。
　タンザニアの学校教育の喫緊の課題である教員
養成を見ると，2011/12 年度には，合計で 43,258
人（男性 24,360 人，女性 18,898 人）の学生が公
立及びそれ以外の教員養成校に在籍していた。こ
のうち，教員養成課程修了資格取得希望在籍者は，
12,360 人，修了資格取得希望現場教師は，25,626
人，特別支援教育資格取得希望者が 51 人であっ
た。前年度と比較すると，教員養成校在籍者は，
14.7 パーセント増加していた。また，同年度の教
員採用状況を見ると，24,611 人の新規採用があり，
そのうち 11,379 人は資格取得者，6,003 人は修了
資格取得者，7,239 人は学位取得者であった。専
門教育を修了した教師は，できる限り過疎地など
の困難地域に配属されている 41。
　こうした政府の努力によって，初等教育の生徒
と教師の割合は，目標値の 40 対 1 に近づきつつ
あり，2012 年現在では，全国平均で 47 対 1 になっ
ている。中等教育でも目標値の 25 対 1 に近づき
つつあり，29 対 1 となっている。ただし教師の
質の問題 42 と，過疎地の教師が極端に少ない 43

ことなどの課題がある。教員数の増加は，生徒の
退学率を減らすという調査結果はあるものの，教
師の数を増やしても貧困農村の女子生徒の退学
率を減らすことはできないという調査結果もあ
り 44，女子教育の継続には，女子の生活課題につ
いての見識と行動力のある教師の配属が必要であ
る。
　学校施設の中では，特にトイレの問題が女子の
就学率に関係する。第二性徴期に入り，生理を迎
えた女子には，トイレの問題は重要であり，女子
生徒の人権問題としてトイレの整備が急がれる。
初等教育におけるトイレの割合は，男女ともに
59 人に 1 つという状況であり，最低基準の男子
25 人に 1 つ，女子 20 人に 1 つには程遠い状況で
ある。このほかの学校施設の充足率を見ると，教

表 4　2010 年度　妊娠によって退学した女生徒

初等教育学年 該当者数 中等教育学年 該当者数

1 年次 0 1 年次 635
2 年次 1 2 年次 1833
3 年次 6 3 年次 1891
4 年次 41 4 年次 1688
5 年次 230 5 年次 8
6 年次 674 6 年次 10

7 年次 816

（URT 2010）
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室（目標値 40 人に 1 教室）44 パーセント，教員
住宅 76 パーセント，机 41 パーセントとなってい
て，物理的教育環境に大きな問題があり，混み合っ
た環境での学習が思春期女子の就学意欲を削いで
いることもうかがえる 45。
　また，過疎地では通学距離が長いことも高学年
女子の就学を困難にしている。公共交通機関が発
達していないタンザニアでは，10 キロメートル
以上の距離を徒歩で通学する例も珍しくない。特
に人家のないところを単独で通学しなければなら
ない生徒の中には，レイプの被害者となる者も出
ており，それを恐れる親は女子の通学を辞めさせ
ることもある 46。安全な通学手段の確保は，女子
の教育権の保障のためには必須である。

（3）ケーススタディ：マサイ女性開発機構（Maasai 
Women Development Organization, MWEDO）
中等教育学校の事例 47

　マサイ族の女性は，タンザニアの中でも特に教
育の継続と生活環境において弱い立場にある。法
的には，女性器の切除は禁止されているが，マサ
イ族は現在でもほぼ 100 パーセント男女ともに割
礼（性器切除）を経験する。また遠隔の過疎地に
居住している者が多いことや，親族や部族のつな
がりが強く保持されているため，女子の早期結婚
などの慣習は強く残っており，それを変えること
は非常に困難である。
　タンザニア国内でマサイ族の女性を保護する活
動を行う NGO のうち，MWEDO は，マサイ族
の女性自身 48 が自らの経験からマサイ族女性の
権利保障を実現するために設立した組織である。
彼女らは，1999 年にアルーシャ州モンドゥーリ
で MWEDO を結成し，2000 年から活動を開始し
ている。具体的には，人権擁護活動を行っている
他の NGO と協力しながらタンザニア北部地域の
マサイ族女性の人権，教育（奨学金，識字教育を
含む），HIV/AIDS や家族計画を含む健康管理，
現金収入増加のための活動を行っている 49。
　2006 年からは，マサイ族女子の進学希望者の
ために奨学金を支給している。当初は，各地の公
立中等教育学校に奨学生を派遣し，最も多い時
で 130 校に奨学生を派遣していた。奨学生の選抜
に際しては，マサイ族の社会秩序に配慮しつつ慎
重にその過程を進め，まず，初等教育学校の教
師や村の女性たちに呼びかけて候補者を推薦し
てもらう，次いで村長や父親に教育の重要性を
説いて理解を得る，という順番を経る。現在で
は，MWEDO の地区委員会が推薦を担当してお

り，毎年何百人もの応募者が集まるようになって
いる。無論，奨学生の選考にあたっては，学力試
験も行われており，中等教育の学習継続能力も試
される。
　2011 年度からは，MWEDO は独自の中等教
育学校（政府認可校）をアルーシャ郊外で運営
し，MWEDO 奨学生は原則として全員 MWEDO
女子中等教育学校に送っている。2013 年度在
籍者数は 150 人で，半数はマサイ族の村出身の
MWEDO 奨学生，残りの半数はそれ以外の生徒
である。奨学生は，中等教育を無償で受けられる
ほか，寄宿舎費，食費，医療費が免除されている。
なお奨学金の内訳は，原則として MWEDO が半
分を負担し，残りの半分をコミュニティや家族が
負担する仕組みをとっている。4 年間の中等教育
終了後，さらに高等教育への進学希望をする者に
は，継続的援助も行われており，農業，教育，看
護などの専門学校や大学で学ぶ者も出ている。
　しかしながら，MWEDO の中等教育支援にも
困難がないわけではない。マサイ族の家庭では，
父親がすべての決定権を持つことが多く，貧困家
庭では，娘の中等教育修了を「待つ」ことよりも
結婚贈物の取得を選んでしまう父親が多い。また，
娘のほうにも，就学に対する強い意欲が必要であ
り，進学時には大きな決断を強いられる。特に過
疎地の村で緊密な人間関係の中で育った者には，
慣れ親しんだ家族やコミュニティから離れること
は，大きな挑戦である 50。
　こうした初期の適応を援助するために，スクー
ルカウンセラー，女性教師，クラス担任，生活指
導教員，上級生との交流という 5 つの相談支援体
制が設定されており，大半の生徒は徐々に学校で
の学習に馴染んでいく。また宗教的支援として，
各宗派からのボランティアが毎週金曜日に学校を
訪問するため，故郷と同じ宗派の人々との交流も
保障されている。こうして生徒は，新しい生活や
学習への興味を広げ，自らの進学を妨げてきた村
や家族を変えなければならない，と感じるように
なっていく 51。
　一方，初期の危機を乗り切ったとしても，年齢
が上がるにしたがって，村落内での女子の結婚が
進み，伝統的な価値観と学校での学習との間で悩
むことも多い。また休暇中に家庭に帰った折に，
妊娠してしまう女子もおり，自主退学を選択する
ことになる生徒も出ている 52。
　こうした妊娠の防止については，MWEDO 女
子中等学校が公認の学校であることから，国の定
めた指導要領内では具体的な避妊については教え
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ることができず，性行為の延期を教えるのみであ
る。HIV/AIDS の教育も実施しているが，性行
為の延期が性教育の原則である以上，性感染症の
教育にも限界があると校長も認めている。
　以上のような問題を抱えつつも，MWEDO 女
子中等教育学校では，マサイ文化を維持するため
の手工芸教育を行いつつ，女子の就学意欲を高
め，キャリア形成を支援するためにロールモデル
の提供を積極的に行っている。2013 年度に実施
した行事では，地元の女性ジャーナリストとの交
流，東アフリカ地域委員会の委員との交流などが
あり，生徒のキャリア意識は確実に高まってい
る 53。
　MWEDO 女子中等教育学校の例は，アフリカ
系アメリカ人の地位向上を目指したデュボイス

（W.E.B.DuBois） の「 才 気 あ る 1 割（Talented 
Tenth）」を想起させるものがあり，中等教育を
受けた女子は，やがてマサイ族の女性の地位を向
上させることになる可能性を持っている。ただし
教育を受けたマサイ族女子の状況のより厳しいと
ころは，出身村には帰ればすぐに結婚させられて
しまうため，その教育を活かすことができないと
いうことである。MWEDO 自身も，卒業生を出
身村に返すことは考えておらず，都会でのキャリ
ア形成を支援する方向で考えている 54。MWEDO
の経験から，当面は，農村・過疎地での女性の識
字教育および権利教育と，将来に向けての女子生
徒支援の両方を並行的に進めることが必要である
と言える。

おわりに
　タンザニアでは，女性の権利，特に財産権の基
盤が危うく，夫の死後，極端な生活困難に追い込
まれる事例が後を絶たない 55。こうした状況を改
善するには，まず女子の教育水準を高め，権利認
識と情報収集手段を身に着けさせることが重要で
ある。新生児死亡率の減少や HIV/AIDS の予防
などの保健衛生活動についても，女子教育は重要
な鍵を握っている。また人口の半分を占め，農業
生産の主要な担い手である女性の資質を高めてい
くことは，将来の労働力の陶冶につながっていく。
しかし，何よりも優先すべきは，女性の将来への
希望を喪失させないことであろう。それには，基
本的人権としての「教育を受ける権利」の保障を
女子生徒に対して確実に行っていくという姿勢を
政府が示すこと，さらにコミュニティの教育，教
師の理解教育を政府の責任として進めていくこと
が重要である。
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49 ht tp ://www.reachouttohumani ty .org/
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business department.（2013 年 8 月 20 日のイン
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リエンテーション，さらに教師やカウンセラーの
配置によってケアが行われており，生徒たちはむ
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とのことであった。
54 MWEDO 教育担当ディレクター Sengeruan へ
の 2013 年 8 月 20 日のインタビューによる。
55 Ezer,  Tanar  (2006) “Inheritance  Law  in 
Tanzania: The Impoverishment of Widows and 
Girls.” Georgetown Journal of Gender and the 
Law 7.599-662.


